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議案第１４号 

 

日出町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

改正について 

 

日出町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

   令和 ８ 年 ２ 月１８日 提 出 

 

日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

日出町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

日出町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年日出

町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２号中「第７条」を「第８条第１項」に改める。 

第６条第２項第１号中「、又は」を「又は」に改め、同項第３号中「第３条

第１号」を「第４条第１号」に改める。 

第１１条中「消防団員が」を「消防団員（女性部に属する者及び機能別消防

団員を除く。以下本条において同じ。）が」に、「団長を除く」を「副団長及

び分団長の階級にある者にあっては団長に、副分団長の階級にある者及び部長

にあってはその属する分団の分団長に、その他の」に、「団長に届け」を「そ

の属する部の部長に届け」に改める。 

第１６条第１項中「消防団員が」の次に「町長又は団長の命令により」を加
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え、「中欄」を「右欄」に改め、同項ただし書中「次条第３項」を「次条第４

項」に改め、「一般職の職員の例による」を削る。 

第１７条第１項中「消防団員は、」の次に「町長又は団長の命令により」を

加え、「に従事した場合は、その１回につき、５００円の費用の弁償を受ける

ことができる」を「（訓練（特別点検を含む。）及び教育に係る出動を除く。）

に従事した場合は、費用弁償として１回につき、５００円を支給する」に改め、

同項ただし書を削り、同条第３項中「第１項」の次に「及び第２項」を加え、

同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項の費用の弁償をする」を「前２項

の費用弁償の支給」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 前項に規定するもののほか、消防団員が大分県消防学校に入校した場合は、

費用弁償（日当を含む。）として１日につき、５,０００円を支給する。 

別表第２中「第１５条、第１６条」を「第１６条、第１７条」に改め、同表

中「、その他町長又は団長の命令による出動（出初式及び表彰式等の式典を除

く）」を「その他これらに類する出動（第１０条ただし書の規定により出動し、

職務に従事した場合を含む。）」に、 

「      

を  
訓練に係る出動（団長の命

令によるものに限る。） 
― １回 ３,０００円  

     」 

「      

に 

 
訓練（特別点検を含む。）

及び教育に係る出動 
― １回 ３,０００円  

 
外部会議又は消防思想の普

及に資する行事、式典等 
― １回 ３,０００円  

     」 

改める。 
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附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の日出町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例第１６条及び第１７条の規定は、この条例の施行の日以後の職務に

対する出動報酬及び費用弁償について適用し、同日前の職務に対する出動報

酬及び費用弁償は、なお従前の例による。 

 

理  由 

 消防団員に係る出動報酬、費用弁償等に関する規定の整備をしたいので、提

出する。 

 


